
仕 様 書 
 
１ 件 名 
  令和７年度 福井労働基準監督署における空調設備等保守点検業務委託 
 
２ 目 的 

福井労働局下の福井労働基準監督署（以下「福井署」という。）の空調設備等につ

いて、安全かつ正常な状態を維持するために各機器の保守点検業務を実施する。 
 
３ 対象施設  

福井労働基準監督署（福井市開発１－１２１－５） 
 
４ 契約期間 
  令和７年４月１日～令和８年３月３１日 
※ただし、契約締結日までに令和７年度の予算（暫定予算を含む。）が成立しなかっ

た場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場

合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。  

 
 
５ 業務概要 

（１）対象施設（福井署） 
①基本業務 
冷房及び暖房を使用するために空調設備の冷暖房切替作業を行い、これら空調

設備の各機器に係る保守点検作業を実施する。なお、冷房切替時に冷却塔内の冷

却水の水質維持の為、防腐・防菌効果のある薬品を投入するものとする。 
この他、ファンコイルユニット、個別のエアコン類及び換気扇の清掃点検と融

雪設備の点検も実施する。 
②実施時期、回数 

   ・空調設備 冷房切替：年１回（５月下旬から６月上旬） 
         暖房切替：年１回（１０月下旬から１１月上旬） 
   ・融雪設備 年１回（降雪時期前） 
    

業務内容の詳細については、別添仕様明細書に定めたとおりとする。 
 

（２）随時点検 
   前記の基本業務の他、異常発生等により発注者から要請があった場合、受託者は



速やかに技術者を派遣するなど、必要な措置をとること。 
    
６ 業務にあたっての留意点 

（１）業務に必要な機材や消耗部品及び軽微な修理等に係る費用については、すべて

契約代金に含むものとする。ただし、業務に必要な水、電気は発注者の負担とし、

当該施設のものを使用して作業を行うものとする。 
（２）作業は、来庁者及び職員の妨げにならないように行うこと。 
（３）作業従事者の服装は、庁舎にふさわしいものとする。 
（４）作業従事者は、定められた場所以外は発注者の許可なく立ち入らないこと。 
（５）作業従事中に建物及び調度品に損害を与えた場合は、その損害の補償等は受託

者の責任において行うこと。 
 

７ 報告及び検査 
 （１）受託者は、点検を実施した際及び点検業務を完了した際は、当該施設の検査担

当職員の確認を受け、その実施内容を任意様式の報告書により発注者に報告する

ものとする。また、報告書には作業状況の写真も添付すること。 
 （２）業務遂行中に異常を発見し、修理等が必要なときは、速やかに当該施設の検査

担当職員へ連絡すること。また、異常の内容、対処方法を記載した見積書を速や

かに提出することとし、見積書の宛名は「支出負担行為担当官 福井労働局総務

部長」とする。（但し、上記６（１）の軽微な修理等を除く。） 
 
８ 見積書について 

（１）宛名は「支出負担行為担当官 福井労働局総務部長」とすること。 

（２）内訳を「空調設備保守点検料（１式）」「融雪設備保守点検料（１式）」とする

こと。（別紙） 

（３）仕様書に定めた業務を実施する為に必要な費用をすべて計上すること。 

 

９ その他 
この仕様に定めない事項が発生した場合は、当局担当者と協議のうえ対処するも

のとする。 

 

１０ 仕様に関する問い合わせ先等 

  福井労働局 総務部総務課 会計第一係 山本 

       福井市春山１－１－５４ 福井春山合同庁舎１４階 

     ℡ ０７７６－２２－２６５５ （内線５０３３） 



１　保守点検主要機器

空調設備
吸収式冷温水機（ガス焚） ＣＨ－Ｋ４０
　冷却塔 ４０ＲＴ
　温度調節器 Ｔ９０６５Ａ
　冷却水ブロー調節器 Ｒ７０１０Ｂ
　電動ボール弁 ＶＹ６１００
空調機１

　温度調節器 Ｔ９０６５Ａ
　モジュトロ－ルモーター Ｍ９０４Ｅ
　弁リンケージ Ｑ４５５Ｃ
　三方弁 Ｖ５０６５Ａ
　ダンバ操作器 ＭＹ６０４０Ａ
　温度調節器 Ｈ６９Ａ
空調機２

　温度検出器 ＴＹ７８００Ｃ
　温度指示調節器 Ｒ３０－５Ｇ
　モジュトロ－ルモーター Ｍ９０４Ｅ
　弁リンケージ Ｑ４５５Ｃ
　三方弁 Ｖ５０６５Ａ
　ダンバ操作器 ＭＹ６０４０Ａ
　開度設定器 ＭＹ９０４０Ａ
　レシオバイアス ＲＹ７９１０Ｂ
　温度調節器 Ｈ６９Ａ
その他空調設備

　ファンコイルユニット カセット型、床置型
　ファンコイルユニット 隠蔽型
　エアコン類 壁掛型、カセット型
　換気扇 全熱交換型
融雪設備

　融雪井戸ポンプ 深井戸用モーターポンプ　5.5kW
　散水管・ノズル
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２　保守点検内容（空調設備－冷房切替時）

送風機 軸受・羽根破損状況  目視確認

ベルト破損状況  目視確認

ベルト張り状況  接触確認

回転の状況  作動確認

異常音の発生  作動確認

注油の必要性  接触確認

送付機モーターの絶縁  検知確認

空調機その他 フィルターの汚れ  清掃確認

ドレン配管・板の汚れ及び詰まり  清掃確認

冷温水コイルの汚れ及び詰まり  清掃確認

ダンパーモーターの状況  目視確認

冷温水三方弁の状況  目視確認

吸込口・吹出口の温度状況  測定調整

その他空調設備 ファンコイルユニットのフィルター清掃  点検清掃

エアコン類のフィルター清掃  点検清掃

換気扇の清掃  点検清掃

電気関係 冷温水ポンプモーターの絶縁  検知確認

冷却水ポンプモーターの絶縁  検知確認

クーリングタワーモーターの絶縁  検知確認

ＭｇＳの動作環境  作動確認

操作回路の状況  作動確認

標示ランプ  目視確認

ポンプ グランドの水漏れ状況  目視確認

グランドパッキング磨耗状況  目視確認

カップリングゴム磨耗状況  目視確認

軸受の状態  目視確認

騒音・振動  作動確認

クーリングタワー ボールタップの作動状況  作動確認

散水器の作動環境  作動確認

ストレーナーの汚れ及び詰まり  清掃確認

下部放水槽の汚れ及び詰まり  清掃確認

充鎮材の汚れ及び破損の状況  目視確認

軸受の状態  目視確認

注油の必要性  接触確認

回転の状況  作動確認

冷却水の汚れ  目視確認

冷却水ブロー装置の状況  目視確認

冷却塔への薬品投入（注１）    ２個

点検内容 点検方法 実施回数

年１回
６月
第１週

点検対象

年１回
６月
第１週



３　保守点検内容（空調設備－暖房切替時）

送風機 軸受・羽根破損状況  目視確認

ベルト破損状況  目視確認

ベルト張り状況  接触確認

回転の状況  作動確認

異常音の発生  作動確認

注油の必要性  接触確認

送付機モーターの絶縁  検知確認

空調機その他 フィルターの汚れ  清掃確認

ドレン配管・板の汚れ及び詰まり  清掃確認

冷温水コイルの汚れ及び詰まり  清掃確認

ダンパーモーターの状況  目視確認

冷温水三方弁の状況  目視確認

吸込口・吹出口の温度状況  測定調整

その他空調設備 ファンコイルユニットのフィルター清掃  点検清掃

エアコン類のフィルター清掃  点検清掃

換気扇の清掃  点検清掃

電気関係 冷温水ポンプモーターの絶縁  検知確認

ＭｇＳの動作環境  作動確認

操作回路の状況  作動確認

標示ランプ  目視確認

ポンプ グランドの水漏れ状況  目視確認

グランドパッキング磨耗状況  目視確認

カップリングゴム磨耗状況  目視確認

軸受の状態  目視確認

騒音・振動  作動確認

４　保守点検内容（融雪設備）

融雪井戸ポンプ点検 電源電圧・電流・絶縁の測定

ﾏｸﾞﾈｯﾄ、ｻｰﾏﾙﾘﾚｰの点検調整

散水管・ノズルの清掃 泥はきによる散水管内の清掃

融雪ノズルの清掃（９３個）

※実施日については、当該施設の担当者と調整のうえ決定すること。

点検方法点検内容点検対象

点検内容点検対象

年１回点検
降雪時期前

年１回
１０月
第５週

実施回数

実施回数



　　※（注１）空調設備保守点検における冷房切替時の薬品投入について

　　　 冷却塔へ投入する薬品は以下のとおりとする。

・スライム、スケール、腐食の防止効果があること

・レジオネラ菌に対する除菌効果があること

・効果が最低３ヶ月以上持続すること

薬品例示品 オルガノ株式会社

（同等品可） オルガードパック３０ＬＺ（２５型）

○例示品以外を使用する場合は、事前に詳細な資料を提出し了解を得ること。

薬品仕様

仕様明細書（冷却塔への投入薬品）
（福井労働基準監督署）



件名　令和７年度　福井労働基準監督署における空調設備等保守点検業務委託

実施施設 品目 数量 金額

1 空調設備保守点検料 １式

2 融雪設備保守点検料 １式

令和　　　年　　　月　　　日

商号又は名称・代表者の氏名　

　　　　　          　　　 

内訳書

福井労働基準監督署

合　計（税別金額）

別紙




